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医療情報取得加算の算定について
　「医療情報取得加算」は、施設基準を満たす保険医療機関において、初診または再診時に、患者の薬剤情
報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものです。
　以下に加算の概要について記載いたします。
●施設基準【届出不要】
(1) オンライン請求を行っていること
(2) オンライン資格確認システムを導入していること（医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日
の登録を行っていること）
(3) 以下の 2 項目 ※ を、院内及びホームページ等に掲示していること

• オンライン資格確認を行う体制を有している
• 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと（本項目を

実現するため、初診時問診票は「別紙様式 54」を参考にする）
　　ホームページ等の具体的な例

当該保険医療機関のホームページ、自治体や地域医師会等のホームページ又は広報誌、
医療機能情報提供制度等への掲載

●算定要件
 ※ について院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明すること。
●点数概要（2024 年 12 月より）
　初診時は月 1 回、再診時は 3 月に 1 回、ともに 1 点
111703270：医療情報取得加算（初診） 1 点（もと、医療情報取得加算２（初診）のコード）
112708970：医療情報取得加算（再診） 1 点（もと、医療情報取得加算４（再診）のコード）
113705370：医療情報取得加算（初診）（医学管理等）1 点

（もと、医療情報取得加算２（医学管理等）のコード）
113705570：医療情報取得加算（再診）（医学管理等）1 点

（もと、医療情報取得加算４（医学管理等）のコード）
※（医学管理）のコードは、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料等算定時使用
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●入力方法
　自動算定できないため、「21 診療行為」入力画面にて算定するコードを手入力します。あらかじめ、自院
で算定する加算に入力コードを付けておくことをおすすめします。
＜例 1＞ 初診料 算定時
　初診料の直下（他の加算があれば同一剤内でも可）に以下の加算を入力します。

111703270：医療情報取得加算（初診） 1 点

＜例 2＞ 再診料 算定時
　再診料と同一剤に以下の加算を入力します。

112708970：医療情報取得加算（再診） 1 点

＜例 3＞ 小児科外来診療料（初診） 算定時
　小児科外来診療料の加算（同一剤）とならないため、任意の行（小児科外来診療料の直下や最終行等）に
以下どちらかの加算を入力します。

113705370：医療情報取得加算（初診）（医学管理等）1 点
113705570：医療情報取得加算（再診）（医学管理等）1 点

※医療情報取得加算（再診）の算定は、3 月に 1 回を超える算定をした場合、エラーを表示します
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